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次の場合は事前に電話で確認してから、診療所に来てください。（送迎バスを利用する時

も同様にお電話ください。） 

（１）熱やかぜの症状がある場合 

（２）自宅に、東京・埼玉・神奈川・千葉・仙台等の県外から家族や親せきが帰省してき 

ている場合（帰省から１４日間が過ぎているか確認します。） 

※分からないことがあれば、深浦診療所へご連絡ください。 

□問合せ先  深浦診療所  ＴＥＬ ８２－０３３７ 

 

 

 

新型コロナウイルス感染拡大防止対応のため、次のバス運行を５月１８日（月）から、

当分の間お休みします。 

地区名 運行日 

深浦地区 
午前 月・火・水曜日 

お手数ですが、午後のバスをご利用ください（月～金曜日運行）。

東野地区 水曜日 
□問合せ先  深浦診療所  ＴＥＬ ８２－０３３７ 

  

 

 

昭和５８年５月２６日に起きた日本海中部地震を契機として、例年春に実施している「深

浦町防災訓練」を、今般の新型コロナウイルス感染症予防対策のため、秋（１１月上旬）

に延期することとしました。 

 なお、実施の最終判断は、新型コロナウイルス感染症の流行状況を見て改めて行います。

町民の皆様、関係各位におかれましては、どうかご理解の程よろしくお願いします。 

 地震に限らず、災害はいつ発生してもおかしくありません。引き続き、皆様の防災への

物心の備えをお願いします。 

□問合せ先  総務課 消防防災係  ＴＥＬ ７４－２１１１（内線２２２・２２３） 

深浦診療所からお願い 

令和２年度深浦町防災訓練を秋に延期します 

診療所送迎バス一部休止のお知らせ 
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新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中、町内の飲食業者等を緊急的に支援
するため、次のとおり事業維持支援金を交付します。
下記に該当する方は、期限までに申請ください。

（１）対象となる要件

・深浦町内で事業を営む個人又は法人であること。

・令和２年３月及び４月に、営業実績があること。

（２）対象となる方及び支援金額

（３）申請方法

令和２年６月１２日（金）までに、深浦町観光課まで申請書を提出してください。

対象となる方
支援対象と
なる月

支援金額 上限額

飲食業者

令和２年
３月及び４月

各月10万円 20万円

宿泊業者 各月10万円 20万円

食品加工業者
（法人又は従業員２人以上を雇用する個人事業主）

各月10万円 20万円

産直施設の自主休業で影響を受けた個人事業主 一律 3万円

産直施設の自主休業で影響を受けた小売事業者 各月10万円 20万円

町の協力依頼により休業した事業者 各月10万円 20万円

６月１２日（金）まで
に町観光課に提出

交付申請書
記入

申請書
提出

持参又は郵送

交付決定
支援金
交付

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける
飲食業者等を支援します

◆事業維持支援金の内容

【支援金支給までの流れ】

※交付申請書は、深浦町ホームページでダウンロードするか、
深浦町観光課、岩崎支所、大戸瀬支所窓口でお受取りください。

申請書が提出され次第、速やかに支給します。

【問合せ先】深浦町観光課 電話７４－４４１２（直通）
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青森県内中小企業者への協力金 
 

●法人    ３０万円 

●個人事業主 ２０万円 
 

区 分 要 件 等 

１ 対象となる方 

①休業要請等の期間全日にわたり、休業要請及び協力依頼

に御協力いただいた県内中小企業者（法人・個人事業主）

※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２ 

条に規定する暴力団員等に該当しないこと 

 

②４月２８日以前に開業しており、営業の実態があること

２ 特記事項 

①食事提供施設については、「休業」または「夜８時から

翌朝５時の間の営業を自粛するとともに夜７時以降の 

酒類の提供を自粛」することにより、「三つの密」を避

けるに協力いただける場合は、協力金の支給対象となり

ます。（宅配・テイクアウトサービスを除く） 

 

②ホテル・旅館については、「宿泊部門の休業」により、

往来抑制・外出自粛の取組に協力いただける場合は、協

力金の支給対象となります。 

３ 休業要請等の期

間等（参考） 

①期間 

令和２年４月２９日（水）～５月６日（水） 

②地域 

青森県全域 

 

□問合せ先 

青森県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事前相談窓口 
ＴＥＬ ０１７－７３４－９１５８ 
（受付時間午前９時～午後５時土日祝日含む） 

 
※後日、コールセンターを開設する予定です。 



 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた町内の事業者を支援するため、事業者が金融機関

から融資を受ける際の下記「信用保証料」を国・県と町が連携し全額補助するとともに、金融

機関から融資を受ける際の利子についても、条件付きで国・県が全額補給します。 

また、事業者が金融機関等に融資を申込む際に、「新型コロナウイルス感染症が原因で売上

が減となった事業者である」ことの町の証明を添付すると、融資を受けやすくなるなどのメリ

ットがありますので、問合せや相談については、役場観光課までご連絡くださるようお願いし

ます。（申請（証明）書は、役場観光課で準備しています） 

 

保証料補助対象者：セーフティネット保証４号、セーフティネット保証５号または危機関連保 

証のいずれかの保証制度を受けているもの 

支援制度名等 補助対象条件等 

【支援制度名】 

青森県経営安定化サポート

資金特別保証融資制度 

「災害枠」 

【取扱期間】令和２年４月１日～令和３年３月３１日までに融

資実行した分 

【融資期間】運転資金・設備資金ともに１０年以内 

【保証料補助率】県１００％ 

【利子補給】なし 

保証料補助対象者：セーフティネット保証４号、セーフティネット保証５号または危機関連 

保証のいずれかの保証制度を受けているもの 

支援制度名等 補助対象条件等 

【支援制度名】 

新型コロナウイルス感染症

中小企業経営再建枠 

「国スキーム」 

【取扱期間】 

令和２年５月１日～令和３年１月３１日までに融資実行した分

【融資期間】 

運転資金・設備資金ともに１０年以内 

【保証料補助率】 

（ア）売上高▲５％以上の個人事業主 

（セーフティネット保証５号対象者） 

 国 １００％補助 

（イ）売上高▲５％～１５％未満の小・中規模事業者 

国 ５０％補助 

（ウ）売上高▲１５％以上の小・中規模事業者 

（危機関連保証対象者） 

国 １００％補助 

【利子補給】 

上記（ア）に該当するもの  国 １００％補給（当初３年間）

 上記（ウ）に該当するもの  国 １００％補給（当初３年間）

※上記（イ）に該当する者は、新型コロナウイルス感染症中小企

業経営安定枠「県補助用」で県が１００％補給します。 
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～追加情報～ 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者を支援します 
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保証料補助対象者：セーフティネット保証４号、セーフティネット保証５号または危機関連保 

証のいずれかの保証制度を受けているもの 

支援制度名等 補助対象条件等 

【支援制度名】 

新型コロナウイルス感染症

中小企業経営安定枠 

「県補助用」 

【取扱期間】令和２年５月１日～令和３年１月３１日までに融資

実行した分 

【融資期間】運転資金・設備資金ともに１０年以内 

【保証料補助率】売上高▲５％～１５％未満の小・中規模事業者

県 １００％補助（当初３年間） 

【利子補給】県 １００％補給（当初３年間） 

【留意事項】 

（１）紹介した３つの支援制度の融資限度額は３，０００万円となります。 

（２）国の方針により、補助対象条件や申請期限等が変更となる場合があります。 

（３）申請（証明）書の有効期間は令和２年８月３１日です。有効期間内に金融機関へ届出 

くださるようお願いします。 

（４）ご利用には、別途、金融機関・信用保証協会による審査があります。そのため、町か 

ら証明を受けた場合でも、融資を確実に受けれるということではありません。 

（５）町が事業者へ融資する制度ではありませんのでご注意ください。 

 

□問合せ先  観光課  ＴＥＬ ７４－４４１２ 

 

 

 

６月～７月に予定していた集団健（検）診（特定健診及びがん検診（肺・胃・大腸））は、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を避けるために中止することになりました。受診を予

定していた皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解の程、お願い申し上げます。 

【集団健（検）診中止に伴う対応について】 

■特定健診 

  個別健診（医療機関で受ける健診）として実施することを検討しています。 

  ※社保等被扶養者は、町が実施する個別健診を受けることができません。特定健診を受け 

たい場合は、各医療保険者に問合せください。（社保等：協会けんぽ、健康保険組合、共 

済組合、国保組合など） 

■肺がん検診・大腸がん検診 

  冬期間に集団形式で実施することを検討しています。 

■胃がん検診 

  国のがん検診に関する指針（受診間隔２年に１回）に合わせて、今年度は実施しません。 

上記健（検）診の実施については、今後の新型コロナウイルス感染症の状況等をみて判断し

ます。詳細が決まり次第、広報ふかうら（お知らせ版）等でお知らせします。 

※気になる症状のある方は、健（検）診を待たずに早めに医療機関を受診（保険診療での受診） 

することをおすすめします。          

□問合せ先   健康推進課 健康増進係 ＴＥＬ ８２－０２８８ 

       福祉課 国民健康保険係 ＴＥＬ ７４－２１１７ 

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う集団健（検）診の中止について



 

 

 

■令和２・３年度の保険料について 

 令和２・３年度の保険料算定のもととなる新しい保険料率が決まりました。保険料率は２年

ごとに見直しをしていますが、医療費の増加や現役世代人口の減少が見込まれることに伴い引

き上げられることとなりました。被保険者の皆様にはご負担をおかけしますが、ご理解をお願

いします。 

 

  平成３０・令和元年度  

 

 

令和２・３年度 

均等割額 

［被保険者全員が納める額］ 

４０，５１４円 ４４，４００円 

所得割額 

［所得に応じて納める額］ 

７．４１％ ８．３０％ 

賦課限度額 ６２万円 ６４万円 

 

○保険料の計算式     

均 等 割 額 ＋ 所 得 割 額 ＝ 
年間保険料 

(100 円未満は切り捨て) 

 基礎控除後の所得（※１）×８.３０％  

※１ 基礎控除後の所得とは、前年の総所得金額等から基礎控除額（３３万円）を差し引い 

た額です。 

 

■令和２年度保険料の軽減措置について 

(１) 所得が低い方の軽減 

・同一世帯内の被保険者及び世帯主の所得額の合計に応じて、均等割額の軽減が受けられま 

すが、次のとおり変わりました。 

令和元年度  令和２年度 

世帯の所得額の合計 軽減割合  世帯の所得額の合計 軽減割合 

３３万円以下 ８． ５割 ３３万円以下 ７．７５割 

３３万円以下かつ被保険

者全員の年金収入が年額

８０万円以下（その他の各

種所得がない） 

８   割

３３万円以下かつ被保

険者全員の年金収入が

年額８０万円以下（その

他の各種所得がない) 

７   割 

３３万円＋（２８万円×被

保険者の数）以下  
５   割

３３万円＋（２８．５万

円×被保険者の数）以下 
５   割 

３３万円＋（５１万円×被

保険者の数）以下  
２   割

３３万円＋（５２万円×

被保険者の数）以下  
２   割 
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後期高齢者医療被保険者のみなさまへ 



■被用者保険の被扶養者であった方の軽減 

・後期高齢者医療に加入してから２年間は、均等割額が５割軽減されます。 

・所得割額の負担はありません。 

※被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険、健康保険組合、共済組合な 

どです。 

※元被扶養者であっても、世帯の所得が低い方は、より高い均等割の軽減（７．７５割軽減、 

７割軽減）が受けられます。 

 その他ご不明な点は、青森県後期高齢者医療広域連合（ＴＥＬ０１７－７２１－３８２１）

まで問合せください。 

 

■事故にあったとき（第三者行為による傷病届等について） 

交通事故や、第三者(自分以外)の行為によるケガ・食中毒の場合など、被保険者証を使っ

て治療を受けたときは、お住まいの市町村へ届出してください。また、自損事故や、業務中

の事故で労災が適用されない場合も届出が必要です。 

詳細については、役場福祉課または青森県後期高齢者医療広域連合まで問合せください。 

 

 □問合せ先  福祉課 国民健康保険係 ＴＥＬ ７４－２１１７ 

 

 

 

身体等に障がいのある方のために軽自動車等を使用する場合、申請によって軽自動車税が

減免されます。５月２５日（月）までに役場税務課、大戸瀬支所または岩崎支所に申請して

ください。 

■対象となる障がいの等級 

〇身体障害者手帳、戦傷病者手帳…障がい名によって対象となる等級が異なります。詳しく 

は問合せください。 

〇療育（愛護）手帳「Ａ」または精神障害者保健福祉手帳の等級「１級」の方。 

■申請に必要なもの 

〇身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育（愛護）手帳または精神障害保健福祉手帳 

〇運転する方の運転免許証 

〇軽自動車納税通知書 

〇認印 

※生計を一にする方、または常時介護者が専ら障がいのある方のために軽自動車等を使用す 

る場合も対象となります。 

※申請は障がいのある方１人につき１台です。自動車税（県税）の減免申請をするかたは該 

当となりません。 

※車いす昇降装置などを装着した特別の仕様の軽自動車で、専ら障がいのある方のために使 

用する場合も対象となります。 

 

□問合せ先  税務課 税務係  ＴＥＬ ７４－２１１４（直通） 
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軽自動車税の減免申請は５月２５日（月）まで 
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を
有
す
る
65
歳
以

上
で
認
知
症
に
よ
る
行
方
不
明
が
心

配
さ
れ
る
方
で
す
。 

認
知
症
の
た
め
道
に
迷
っ

た
り
、
家
へ
帰
れ
な
い
な
ど

の
心
配
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？ 

（
65
歳
未
満
で
も
認
知
症
に
よ
る
行

方
不
明
の
心
配
が
あ
る
方
も
ご
利
用

で
き
ま
す
の
で
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
）

◆
申 

請 

ご
家
族
が
「
認
知
症
高
齢
者
等
事
前

登
録
申
請
書
」
を
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。 

登
録
は
無
料
で
す
。 

登
録
の
際
は
６
か
月
以
内
に
撮
影

し
た
写
真
を
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
に
ご
持
参
く
だ
さ
い
。 

◆
情
報
に
つ
い
て 

事
前
登
録
情
報
は
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
と
、
鰺
ヶ
沢
警
察
署
、
深
浦

消
防
署
で
共
有
し
ま
す
。 

※
登
録
情
報
は
本
事
業
に
関
わ
る
も

の
の
み
に
使
用
し
、
適
切
な
取
り
扱
い

が
行
わ
れ
る
よ
う
十
分
配
慮
し
ま
す
。

 

◎
認
知
症
高
齢
者
見
守
り
用
Ｇ
Ｐ
Ｓ

端
末
機
の
利
用
料
金
の
助
成 

 

認
知
症
に
よ
る
行
方
不
明
者
の
早

期
保
護
と
介
護
者
の
負
担
軽
減
の
た

め
、
Ｇ
Ｐ
Ｓ
を
用
い
た
位
置
情
報
シ
ス

テ
ム
を
利
用
し
た
サ
ー
ビ
ス
機
能
の

提
供
を
受
け
る
た
め
の
初
期
料
金
を

助
成
し
ま
す
。 

 

◆
利 

用 

者 

認
知
症
な
ど
に
よ
る
行
方
不
明
の

お
そ
れ
が
あ
る
高
齢
者
を
介
護
し
て

い
る
ご
家
族
で
す
。 

◆
助
成
に
つ
い
て 

町
で
指
定
す
る
事
業
者
と
契
約
し

初
期
料
金
を
支
払
っ
た
後
、
助
成
申
請

し
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

助
成
額
は
初
期
登
録
料
（
６
，
４
９

０
円
）
と
６
か
月
目
ま
で
の
基
本
利
用

料
（
４
，
２
２
４
円
）
合
計
１
０
，
７

１
４
円
で
す
。 

７
か
月
目
以
降
の
基
本
利
用
料

（
月
々
７
０
４
円
）
は
利
用
者
負
担
と

な
り
ま
す
。 

◆
利
用
方
法 

登
録
高
齢
者
が
Ｇ
Ｐ
Ｓ
端
末
を
携

帯
す
る
こ
と
で
、
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

登
録
高
齢
者
の
居
場
所
を
い
つ
で
も

検
索
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

※
詳
し
く
は
問
合
せ
く
だ
さ
い
。 

 

□
申
込
・
問
合
せ
先 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー 

℡ 

74-
４
４
２
１ 

 

 
 

   

  

広
報
ふ
か
う
ら
お
知
ら
せ
版
（
４
月

10
日
発
行
号
）
に
記
載
さ
れ
た
メ
ー
ル

ア
ド
レ
ス
が
誤
っ
て
い
た
た
め
、
訂
正

し
ま
す
。 

◆
７
ペ
ー
ジ
「
子
宮
頸
が
ん
・
乳
が
ん

個
別
検
査
を
集
団
健
診
に
先
駆
け
て

ス
タ
ー
ト
し
ま
す
」 

【
誤
】 

F
u
k
a
u
r
a
_h
ea
l
t
h
0
1
@
to
wn
.
f
u
k
a
u
ra

.
l
g
.
j
p 

【
正
】 

f
u
k
a
u
r
a
-h
ea
l
t
h
0
1
@
to
wn
.
f
u
k
a
u
ra

.
l
g
.
j
p 

□
問
合
せ
先 

 

健
康
推
進
課 

 

℡ 

82-

０
２
８
８ 

 

 

 

ミマモルメ GPS 

メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
の
訂
正

に
つ
い
て 
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公
益
財
団
法
人
み
ち
の
く
・
ふ
る
さ

と
貢
献
基
金
で
は
、
新
興
企
業
並
び
に

事
業
拡
大
を
目
指
し
新
規
事
業
参
入

や
開
発
・
研
究
を
行
う
県
内
の
個
人
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
及
び
企
業
等
に
対
し
、
必

要
な
費
用
を
助
成
し
て
い
ま
す
。 

◆
応
募
期
間 

 

７
月
１
日
（
水
）
～
９
月
30
日
（
水
）

◆
応
募
方
法 

 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
請
書
を
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、
必
要
事
項
を
記
入
し

て
財
団
事
務
局
へ
送
付
し
て
く
だ
さ

い
。 

◆
助
成
金 

 

必
要
経
費
の
２
分
の
１
以
内
で
、
３

０
０
万
円
を
限
度
と
す
る 

□
問
合
せ
先 

 

公
益
財
団
法
人
み
ち
の
く
・
ふ
る
さ

と
貢
献
基
金 

事
務
局
（
星
野
・
川
村
）

 

℡ 

０
１
７-

７
７
４-

１
１
７
９ 

 

Ｕ
Ｒ
Ｌ 

h
t
t
p
:
/
/
ww
w.
m
i
c
h
i
n
ok
u-
f
u
r
u
s
a
to

.
o
r
.
j
p 

 

  

  

自
動
車
環
境
対
策
の
観
点
か
ら
、
排

出
ガ
ス
及
び
燃
費
性
能
の
優
れ
た
環

境
負
荷
の
小
さ
い
自
動
車
に
つ
い
て

は
そ
の
排
出
ガ
ス
及
び
燃
費
性
能
に

応
じ
て
税
率
を
軽
減
（
軽
課
）
し
、
初

回
新
規
登
録
か
ら
一
定
の
年
数
を
経

過
し
た
環
境
負
荷
の
大
き
い
自
動
車

に
つ
い
て
は
税
率
を
重
く
（
重
課
）
す

る
制
度
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。 

な
お
、
令
和
３
年
度
及
び
令
和
４
年

度
に
初
回
新
規
登
録
す
る
自
家
用
の

乗
用
車
に
つ
い
て
、
グ
リ
ー
ン
化
特
例

（
軽
課
）
の
適
用
対
象
が
、
電
気
自
動

車
等
に
限
定
さ
れ
ま
す
。 

詳
し
く
は
、
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
県

税
・
市
町
村
税
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

（

h
t
t
p
:
//w

w
w
.
p
r
e
f.
ao
m
o
r
i
.
l
g

.
j
p
/
l
i
f
e/
ta
x
/
t
o
p
.
ht
ml

）
」
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。 

□
問
合
せ
先 

 

西
北
地
域
県
民
局
県
税
部 

納
税
管
理
課 

 

℡ 

０
１
７
３-
34-

３
１
４
１ 

※
テ
キ
ス
ト
代
３
，
０
０
０
円
（
税
別
）

は
受
講
者
の
実
費
負
担
と
な
り
ま
す
。

 

◎
基
礎
課
程 

◆
日 

時 

６
月
５
日
～
12
月
18
日
間
の 

毎
週
金
曜
日 

19
時
～
20
時
30
分

◆
場 

所 

五
所
川
原
市
中
央
公
民
館 

◆
対 

象 

入
門
課
程
修
了
者
ま
た
は
手
話
検

定
４
級
以
上
の
方 

◆
内 
容 

手
話
実
技
・
講
義
・
交
流 

◆
受
講
料 

 

 

無 

料 

※
テ
キ
ス
ト
代
３
，
０
０
０
円
（
税
別
）

は
受
講
者
の
実
費
負
担
と
な
り
ま
す
。

 

□
問
合
せ
先 

福
祉
課 

福
祉
ふ
れ
あ
い
係 

℡ 

74-

２
１
１
７ 

     
 

    

令
和
２
年
度
の
手
話
奉
仕
員
養
成

講
座
の
日
程
に
つ
い
て
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
対
策
の
た
め
、
次
の
と
お

り
変
更
に
な
り
ま
し
た
の
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。
な
お
、
現
在
も
申
込
み
を

受
け
付
け
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
受
講

を
希
望
さ
れ
る
方
は
申
込
み
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。 

 ◎
入
門
課
程
（
初
心
者
向
け
） 

◆
日 

時 

６
月
16
日
～
12
月
１
日
間
の 

毎
週
火
曜
日 

19
時
～
20
時
30
分 

◆
場 

所 

つ
が
る
市
生
涯
学
習
交
流
セ
ン
タ

ー
「
松
の
館
」 

◆
対 

象 

聴
覚
障
害
者
と
の
交
流
を
希
望
し
、

手
話
を
学
び
た
い
方 

◆
内 

容 

手
話
実
技
・
講
義
・
交
流 

◆
受
講
料 

 
 

無 

料 

 

令
和
２
年
度
手
話
奉
仕
員

養
成
講
座
の
日
程
変
更
に

つ
い
て 

自
動
車
税
種
別
割
の
グ
リ
ー

ン
化
制
度
に
つ
い
て 

「
み
ち
の
く
・
ふ
る
さ
と
貢

献
基
金
」
助
成
事
業
募
集
の

お
知
ら
せ 
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家庭から出る燃えるごみのうち、約半分が「生ごみ」です。さらに、生ごみの重さの約８割が

水分です。この生ごみの水分は水切りや生ごみ処理機器を活用することで、大幅に減量すること

ができます。 

家庭の負担が軽減されるだけでなく、排出されたごみを焼却する際のエネルギーが抑えられ、

地球温暖化の抑制にもつながりますので、新しい補助制度を利用して、生ごみ処理機器の購入を

ご検討ください。 

 

■生ごみ処理機器について 

種  類 特  徴 価格の目安

電動式生ごみ処理機 「乾燥式」と「バイオ式」があります。 

・乾燥式は生ごみを短時間で加熱乾燥して減量化する

もの。 

・バイオ式は、微生物に適した温度を保ち、自動でか

くはんを行なって、たい肥化を促進するもの。 

４万円から

１０万円程

度 

生ごみ処理容器 

（コンポスター） 

  

土の上に設置して、微生物の働きにより生ごみを発

酵・分解し減量化するもの。 

時間をかけて、たい肥化します。 

２千円から

１万円程度

■補助制度は次のとおりです。 

補助する機器 処理機器の選択 補助額 補助金の支給方法 

①電動式生ごみ処理

機 
自由です。 

※家庭にあったも

のを検討してくだ

さい。 

購入価格の１/３以内 

※上限３０，０００円

一旦、各自が全額負担。

後日、領収書を確認し

た上で、補助額を指定

口座に振込みます。 ②生ごみ処理容器（コ

ンポスター） 
購入価格の１/２以内 

■申込方法と補助金交付のながれ 

 ①購入を希望する商品の金額のわかるもの及び購入予定店を控えたうえで町民課に申請（印 

鑑必要）してください。（用紙は町民課にあります）※必ず購入する前に、申請してくだ 

さい。 

 ②審査のうえ、「支給決定通知書」を発行しますので、「支給決定通知書」を受け取ったのち 

に、商品を購入してください。（購入の際は、全額負担してください） 

③領収書等を町民課に提出。 

④補助金を申請者が指定した口座に振込みします。 

■購入数量等  

１世帯１基までとします。交付を受けた世帯は、５年間申請できません。 

□問合せ先   

町民課 町民生活係  ＴＥＬ ７４－２１１５ 

 

「ごみ処理機」の購入を補助します 
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